
  

一 

令和 5 年 10 月 17 日 (火曜日) 千 葉 県 報 号外第７９号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

規 
 

則 

○ 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

特
定
の
民
間
再
開
発
事
業
の
用
に
供
す
る
土
地
等
の
譲
渡
所
得
課
税
の
特
例
に
係
る
特
定
の 

 
 

 

 
 

民
間
再
開
発
事
業
認
定
事
務
施
行
細
則
を
廃
止
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

 
 

人
事
委
員
会
規
則 

○ 

初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 

三 

○ 

職
員
の
勤
務
時
間

休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

○ 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る 

 
 

 

 
 

規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四 

 
 

企
業
局
管
理
規
程 

○ 

千
葉
県
企
業
局
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四 

 
 

病
院
局
管
理
規
程 

○ 

千
葉
県
病
院
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四 

○ 

千
葉
県
病
院
局
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

 

四 

規

則 

 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 
人 

 
 

千
葉
県
規
則
第
五
十
八
号 

 
 

 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
施
行
規
則

昭
和
三
十
一
年
千
葉
県
規
則
第
二
十
九
号

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る

 

 

別
表
第
二
第
九
十
二
号
中
ハ
を
削
り

ニ
を
ハ
と
し

ホ
を
ニ
と
し

同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え

る

 

 

九
十
二
の
二 

現
下
の
厳
し
い
経
済
状
況
及
び
雇
用
情
勢
に
対
応
し
て
税
制
の
整
備
を
図
る
た
め
の
所 

得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

平
成
二
十
三
年
法
律
第
八
十
二
号

に
基
づ
く
事
務
に
係
る

手
数
料
の
う
ち

次
に
掲
げ
る
も
の 

 
 

イ 

特
定
民
間
再
開
発
事
業
認
定
申
請
手
数
料 

 
 

ロ 

地
区
外
転
出
事
情
認
定
申
請
手
数
料 

 

九
十
二
の
三 

特
定
の
民
間
再
開
発
事
業
認
定
申
請
手
数
料 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

 

  

特
定
の
民
間
再
開
発
事
業
の
用
に
供
す
る
土
地
等
の
譲
渡
所
得
課
税
の
特
例
に
係
る
特
定
の
民
間
再
開

発
事
業
認
定
事
務
施
行
細
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
五
十
九
号 

 
 

 

特
定
の
民
間
再
開
発
事
業
の
用
に
供
す
る
土
地
等
の
譲
渡
所
得
課
税
の
特
例
に
係
る
特
定
の
民
間

再
開
発
事
業
認
定
事
務
施
行
細
則
を
廃
止
す
る
規
則 

 

特
定
の
民
間
再
開
発
事
業
の
用
に
供
す
る
土
地
等
の
譲
渡
所
得
課
税
の
特
例
に
係
る
特
定
の
民
間
再
開

発
事
業
認
定
事
務
施
行
細
則

平
成
二
年
千
葉
県
規
則
第
三
十
七
号

は

廃
止
す
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

 

人

事

委

員

会

規

則 

 

初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

 

諸 

岡 
 

靖 

彦 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号 

 
 

 

初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則

昭
和
三
十
七
年
千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る

 

２ 

条
例
第
八
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
職
は

行
政
職
給
料
表

研
究
職
給
料
表
又
は
医
療

職
給
料
表 

の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
職
と
す
る

 

 
第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 
第
三
条 

条
例
第
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
は

次
の
各

号
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る

 

 

一 

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
に
採
用
さ
れ
た
職
員
で
あ
つ
て

そ
の
採
用
が

学
校
教
育
法

昭

和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号

に
規
定
す
る
大
学

以
下
第
六
条
に
お
い
て

大
学

と
い

う

卒
業
の
日
か
ら
三
十
七
年

医
師
法

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号

に
規
定
す
る
臨

床
研
修

以
下
第
六
条
に
お
い
て

臨
床
研
修

と
い
う

を
経
た
者
に
あ
つ
て
は
三
十
九
年

医
師
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
四
十
七
号

に
よ
る
改
正
前
の
医
師
法

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

5

年

10 

月

17

日 

号 
 

外 

 

 

（二） 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 号外第７９号 令和 5 年 10 月 17 日 (火曜日) 

に
規
定
す
る
実
地
修
練

以
下
第
六
条
に
お
い
て

実
地
修
練

と
い
う

を
経
た
者
に
あ
つ
て

は
三
十
八
年

を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間

以
下

経
過
期
間

と
い
う

内
に
行
わ
れ
た
も
の 

 
二 
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
に
採
用
さ
れ
た
職
員 

 

第
四
条
中

前
条
に
規
定
す
る
経
過
期
間
内
に
新
た
に
第
二
条
に
規
定
す
る
職
を
占
め
る
こ
と
と
な
つ

た

を

次
の
各
号
に
掲
げ
る

に
改
め

同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る

 

 

一 

前
条
第
一
号
に
規
定
す
る
経
過
期
間
内
に
新
た
に
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
を
占
め
る
こ
と

と
な
つ
た
職
員 

 

二 

新
た
に
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
を
占
め
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員 

 

第
五
条
中

か
か
わ
ら
ず

の
下
に

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
て

を
加
え

三
十
五
年

を

当
該
各
号
に
定
め
る
期
間

に
改
め

同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る

 

 

一 

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
を
占
め
る
職
員 

三
十
五
年 

 

二 

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
を
占
め
る
職
員 

十
五
年 

 

第
六
条
第
一
項
中

三
十
五
年

を

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
を
占
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は

三
十
五
年

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
を
占
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
十
五
年

に
改
め

旧
専
門

学
校
令
に
よ
る
専
門
学
校
等
で
人
事
委
員
会
の
定
め
る
も
の
を
含
む

を
削
る

 

 

第
七
条
中

三
十
五
年

を

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
を
占
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
三
十
五

年

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
を
占
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
十
五
年

に

同
項

を

前
条
第
一

項

に
改
め
る

 

 

第
九
条
中

経
過
期
間

の
下
に

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
を
占
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
初

任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間

を
加
え
る

 

 

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し

同
項
に
見
出
し
と
し
て

施
行
期
日
等

を
付
し

附
則
に
次
の
一

項
を
加
え
る

 

 

条
例
附
則
第
三
十
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
支
給
期
間
及
び
支
給
額

 

２ 

条
例
附
則
第
三
十
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
第
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は

当
分
の
間

同
条
中

別
表

と
あ
る
の
は

附
則
別
表

と
す
る

 

 

附
則
に
次
の
附
則
別
表
を
加
え
る

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

期
 

間
 

の
 

区
 

分
 

支
 

給
 

月
 

額
 

１
 

 
年

 
 

未
 

 
満

 

円
 

 
 

 
 
 

 

2
1
,
0
0
0
 

 
 

 
 
 

 

１
年

以
上

 
 

２
年

未
満

 
2
1
,
0
0
0
 

 
 

 
 
 

 

２
年

以
上

 
 

３
年

未
満

 
2
1
,
0
0
0
 

 
 

 
 
 

 

３
年

以
上

 
 

４
年

未
満

 
2
1
,
0
0
0
 

 
 

 
 
 

 

４
年

以
上

 
 

５
年

未
満

 
2
1
,
0
0
0
 

 
 

 
 
 

 

５
年

以
上

 
 

６
年

未
満

 
2
1
,
0
0
0
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

６
年

以
上

 
 

７
年

未
満

 
1
8
,
9
0
0
 

 
 

 
 
 

 

７
年

以
上

 
 

８
年

未
満

 
1
6
,
8
0
0
 

 
 

 
 
 

 

８
年

以
上

 
 

９
年

未
満

 
1
4
,
7
0
0
 

 
 

 
 
 

 

９
年

以
上

 
 

1
0
年

未
満

 
1
2
,
6
0
0
 

 
 

 
 
 

 

1
0
年

以
上

 
 

1
1
年

未
満

 
1
0
,
5
0
0
 

 
 

 
 
 

 

1
1
年

以
上

 
 

1
2
年

未
満

 
8
,
4
0
0
 

 
 

 
 
 

 

1
2
年

以
上

 
 

1
3
年

未
満

 
6
,
3
0
0
 

 
 

 
 
 

 

1
3
年

以
上

 
 

1
4
年

未
満

 
4
,
2
0
0
 

 
 

 
 
 

 

1
4
年

以
上

 
 

1
5
年

未
満

 
2
,
1
0
0
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

職
員

の
区

分
 

期
間

の
区

分
 

第
２

条
第

１
項

の
 

職
を

占
め

る
職

員
 

第
２

条
第

２
項

の
 

職
を

占
め

る
職

員
 

１
 

 
年

 
 

未
 

 
満

 

円
 

3
0
8
,
6
0
0
 

円
 

3
0
,
0
0
0
 

１
年

以
上

 
 

２
年

未
満

 
3
0
8
,
6
0
0
 

3
0
,
0
0
0
 

２
年

以
上

 
 

３
年

未
満

 
3
0
8
,
6
0
0
 

3
0
,
0
0
0
 

３
年

以
上

 
 

４
年

未
満

 
3
0
8
,
6
0
0
 

3
0
,
0
0
0
 

４
年

以
上

 
 

５
年

未
満

 
3
0
8
,
6
0
0
 

3
0
,
0
0
0
 

５
年

以
上

 
 

６
年

未
満

 
3
0
8
,
6
0
0
 

3
0
,
0
0
0
 

６
年

以
上

 
 

７
年

未
満

 
3
0
8
,
6
0
0
 

2
7
,
0
0
0
 

７
年

以
上

 
 

８
年

未
満

 
3
0
8
,
6
0
0
 

2
4
,
0
0
0
 

８
年

以
上

 
 

９
年

未
満

 
3
0
8
,
6
0
0
 

2
1
,
0
0
0
 

９
年

以
上

 
 

1
0
年

未
満

 
3
0
8
,
6
0
0
 

1
8
,
0
0
0
 

1
0
年

以
上

 
 

1
1
年

未
満

 
3
0
8
,
6
0
0
 

1
5
,
0
0
0
 

1
1
年

以
上

 
 

1
2
年

未
満

 
3
0
8
,
6
0
0
 

1
2
,
0
0
0
 

1
2
年

以
上

 
 

1
3
年

未
満

 
3
0
8
,
6
0
0
 

9
,
0
0
0
 

1
3
年

以
上

 
 

1
4
年

未
満

 
3
0
8
,
6
0
0
 

6
,
0
0
0
 

1
4
年

以
上

 
 

1
5
年

未
満

 
3
0
8
,
6
0
0
 

3
,
0
0
0
 

1
5
年

以
上

 
 

1
6
年

未
満

 
3
0
8
,
6
0
0
 

 

1
6
年

以
上

 
 

1
7
年

未
満

 
3
0
5
,
3
0
0
 

1
7
年

以
上

 
 

1
8
年

未
満

 
3
0
2
,
0
0
0
 

 
 

 

別
表

（
第

六
条

）
 

 

附
則

別
表

（
附

則
第

二
項

）
 

 

備
考

 
こ

の
表

に
お

い
て

期
間

の
区

分
欄

に
掲

げ
る

年
数

は
、

採
用

の
日

又
は

第
４

条
第

２
号

の
職

 

員
と

な
つ

た
日

以
後

の
期

間
を

示
す

。
 



  

三 
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1
8
年

以
上

 
 

1
9
年

未
満

 
2
9
8
,
7
0
0
 

 

1
9
年

以
上

 
 

2
0
年

未
満

 
2
9
5
,
4
0
0
 

2
0
年

以
上

 
 

2
1
年

未
満

 
2
9
2
,
1
0
0
 

2
1
年

以
上

 
 

2
2
年

未
満

 
2
7
8
,
3
0
0
 

2
2
年

以
上

 
 

2
3
年

未
満

 
2
6
4
,
3
0
0
 

2
3
年

以
上

 
 

2
4
年

未
満

 
2
5
0
,
8
0
0
 

2
4
年

以
上

 
 

2
5
年

未
満

 
2
3
6
,
9
0
0
 

2
5
年

以
上

 
 

2
6
年

未
満

 
2
2
3
,
2
0
0
 

2
6
年

以
上

 
 

2
7
年

未
満

 
2
0
5
,
6
0
0
 

2
7
年

以
上

 
 

2
8
年

未
満

 
1
8
8
,
5
0
0
 

2
8
年

以
上

 
 

2
9
年

未
満

 
1
7
1
,
2
0
0
 

2
9
年

以
上

 
 

3
0
年

未
満

 
1
5
3
,
6
0
0
 

3
0
年

以
上

 
 

3
1
年

未
満

 
1
3
5
,
6
0
0
 

3
1
年

以
上

 
 

3
2
年

未
満

 
1
1
7
,
3
0
0
 

3
2
年

以
上

 
 

3
3
年

未
満

 
 
9
9
,
4
0
0
 

3
3
年

以
上

 
 

3
4
年

未
満

 
 
7
3
,
4
0
0
 

3
4
年

以
上

 
 

3
5
年

未
満

 
 
4
9
,
1
0
0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

  

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

 

諸 

岡 
 

靖 
彦 

 
 

千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号 

 
 

 

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則

昭
和
三
十
九
年
千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三

号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

第
十
二
条
第
二
項
第
十
号
中

承
認

の
下
に

又
は
勤
務
時
間
条
例
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
子
育

て
部
分
休
暇
の
承
認

を
加
え
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

  

職
員
の
勤
務
時
間

休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

 

諸 

岡 
 

靖 

彦 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
九
号 

 
 

 

職
員
の
勤
務
時
間

休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
勤
務
時
間

休
暇
等
に
関
す
る
規
則

平
成
七
年
千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

第
四
条
第
一
項
中

第
四
条
の
二
の
二

の
下
に

及
び
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項

を
加
え
る

 

 

第
九
条
第
十
五
号
中

以
下

の
下
に

こ
の
号
に
お
い
て

を
加
え

同
条
第
十
八
号
中

子

の
下
に

配
偶
者
の
子
を
含
む

を
加
え
る

 

 

第
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る

 

 

子
育
て
部
分
休
暇
の
請
求

 

第
十
五
条
の
二 

勤
務
時
間
条
例
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
職
員
は

任
命
権
者
が
定
め
る
期
限
ま
で
に

任
命
権
者
の
定
め
る
手
続
に
よ
り
請
求
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

 

 

第
十
六
条
の
見
出
し
中

看
護
休
暇

の
下
に

及
び
子
育
て
部
分
休
暇

を
加
え

同
条
中

前
条

第
一
項

を

第
十
五
条
第
一
項

に
改
め

場
合

の
下
に

又
は
同
条
例
第
十
五
条
の
二
第
一
項

に
定
め
る
場
合

を
加
え
る

 

 

第
十
七
条
第
一
項
中

又
は
第
十
五
条
第
一
項

を

第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
十
五
条
の
二

に

改
め

同
条
第
二
項
中

又
は
看
護
休
暇

を

看
護
休
暇
又
は
子
育
て
部
分
休
暇

に
改
め
る

 

 

第
二
十
条
中

及
び
看
護
時
間

を

看
護
時
間
及
び
子
育
て
部
分
休
暇

に
改
め
る

 

 

第
二
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る

 

 

臨
時
的
任
用
職
員
の
子
育
て
部
分
休
暇

 

第
二
十
六
条
の
二 

臨
時
的
任
用
職
員
の
子
育
て
部
分
休
暇
は

臨
時
的
任
用
職
員
が
そ
の
満
九
歳
に
達

す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の

子
を
除
く

を
養
育
す
る
た
め

勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る

休
暇
と
す
る

 

２ 

臨
時
的
任
用
職
員
の
子
育
て
部
分
休
暇
は

正
規
の
勤
務
時
間
の
始
め
又
は
終
わ
り
に
お
い
て

三

十
分
を
単
位
と
し
て
与
え
る
も
の
と
す
る

 
３ 
臨
時
的
任
用
職
員
の
子
育
て
部
分
休
暇
の
時
間
は

一
日
に
つ
き
二
時
間

第
二
十
三
条
に
規
定
す

る
特
別
休
暇

第
九
条
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
に
限
る

又
は
育
児

休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
が
あ
る
日
に
つ

い
て
は

当
該
二
時
間
か
ら
当
該
特
別
休
暇
及
び
当
該
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間

を
減
じ
た
時
間

を
超
え
な
い
範
囲
内
の
時
間
と
す
る

 

４ 

臨
時
的
任
用
職
員
の
子
育
て
部
分
休
暇
に
つ
い
て
は

給
与
条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず

そ
の
勤
務
し
な
い
一
時
間
に
つ
き

同
条
例
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当

た
り
の
給
与
額
を
減
額
す
る

 

備
考

 
こ

の
表

に
お

い
て

期
間

の
区

分
欄

に
掲

げ
る

年
数

は
、

採
用

の
日

又
は

第
４

条
各

号
の

職
員

 

と
な

つ
た

日
以

後
の

期
間

を
示

す
。
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別
表
第
三
中

子
の

を

子

配
偶
者
の
子
を
含
む

の

に
改
め
る

 

 
 

 

附 

則 

 
こ
の
規
則
は

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

  

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

 

諸 

岡 
 

靖 

彦 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
号 

 
 

 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則

平
成
二
十
五
年
千
葉
県
人
事

委
員
会
規
則
第
十
四
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

 
 

 

特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則 

 

第
一
条
中

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当

を

特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対

策
派
遣
手
当

に
改
め
る

 

 

第
二
条
の
見
出
し
を

特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
の
支
給
対
象
期
間
等

に

改
め

同
条
中

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当

を

特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等

対
策
派
遣
手
当

に
改
め
る

 

 

第
三
条
中

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当

を

特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対

策
派
遣
手
当

に
改
め
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は

公
布
の
日
か
ら
施
行
し

改
正
後
の
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
の

支
給
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は

令
和
五
年
九
月
一
日
か
ら
適
用
す
る

 

企

業

局

管

理

規

程 

 

千
葉
県
企
業
局
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
長 

 

吉 

野 
 

美
砂
子 

 
 

千
葉
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
四
号 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
企
業
局
就
業
規
則

昭
和
二
十
八
年
千
葉
県
水
道
局
企
業
管
理
規
程
第
一
号

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る

 

 

第
十
三
条
第
二
項
中

特
別
休
暇

の
下
に

又
は
子
育
て
部
分
休
暇

を
加
え

二
時
間
か
ら
当

該
休
暇

を

当
該
二
時
間
か
ら
当
該
特
別
休
暇
又
は
当
該
子
育
て
部
分
休
暇

に
改
め
る

 

 

第
三
十
四
条
第
七
項
第
九
号
中

承
認

の
下
に

又
は
子
育
て
部
分
休
暇

第
十
四
条
の
規
定
に
よ

り
与
え
ら
れ
る
勤
務
時
間
条
例
第
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
子
育
て
部
分
休
暇
に
相
当
す
る
休
暇
を
い

う

の
承
認

を
加
え
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

病

院

局

管

理

規

程 

 

千
葉
県
病
院
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
長 

 

山 

崎 
 

晋
一
朗 

 
 

千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
四
号 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
病
院
局
職
員
服
務
規
程

平
成
十
六
年
千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
七
号

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る

 

 

第
七
条
第
二
項
中

特
別
休
暇
を

を

特
別
休
暇
又
は
子
育
て
部
分
休
暇
を

に

二
時
間

を

当
該
二
時
間

に

の
時
間

を

又
は
当
該
子
育
て
部
分
休
暇
の
時
間

に
改
め
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

  

千
葉
県
病
院
局
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す

る

 

 
 

令
和
五
年
十
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
長 

 

山 

崎 
 

晋
一
朗 

 
 

千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
五
号 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
病
院
局
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程

平
成
十
六
年
千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
二
十

号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

第
二
十
七
条
第
九
項
第
七
号
中

療
養
休
暇

の
下
に

服
務
規
程
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
与
え
ら

れ
る
勤
務
時
間
条
例
第
十
三
条
に
規
定
す
る
療
養
休
暇
に
相
当
す
る
休
暇
を
い
う

以
下
同
じ

を

加
え

同
項
第
九
号
中

承
認

を

部
分
休
業
の
承
認
又
は
子
育
て
部
分
休
暇

服
務
規
程
第
十
条
の

規
定
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
勤
務
時
間
条
例
第
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
子
育
て
部
分
休
暇
に
相
当
す
る
休

暇
を
い
う

の
承
認

に
改
め
る

 

 

附
則
第
二
十
一
項
の
前
の
見
出
し
中

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

を

特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
等

に
改
め

同
項
及
び
附
則
第
二
十
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

 
 

別
表
第
二
十
四 
一 

保
健
衛
生
事
務
に
従
事
す
る
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
項 

 

防
疫
等
作
業

手
当
の
目
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か

職
員
が

特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
等
対
策
特
別
措
置
法

平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号

第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
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（二） 



  

五 
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フ
ル
エ
ン
ザ
等
で

当
該
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
に
係
る
同
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
府

対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
も
の

局
長
が
定
め
る
も
の
に
限
る

を
い
う

か
ら
人
の
生
命
及
び

健
康
を
保
護
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
措
置
に
係
る
作
業
で
あ

て
局
長
が
定
め
る
も
の
に
従
事
し
た
と

き
は

防
疫
等
作
業
手
当
を
支
給
す
る

 

 
 

前
項
に
規
定
す
る
防
疫
等
作
業
手
当
の
額
は

作
業
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き

千
五
百
円

緊

急
に
行
わ
れ
た
措
置
に
係
る
作
業
で
あ

て

心
身
に
著
し
い
負
担
を
与
え
る
と
局
長
が
認
め
る
も
の

に
従
事
し
た
場
合
に
あ

て
は

四
千
円

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て

そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
に
応

じ
て
局
長
が
定
め
る
額
と
す
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

た
だ
し

第
二
十
七
条
第
九
項
第
九
号
の
改
正
規
定

は

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
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